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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本規格

協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査

会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS Q 9004:2000 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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Managing for the sustained success of an organization- 
A quality management approach 

 
序文 

この規格は，2009 年に第 3 版として発行された ISO 9004 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

この規格は，複雑で，過酷な，刻々と変化する環境の中で，組織が品質マネジメントアプローチによっ

て持続的成功を達成するための支援の手引を示すものである。 

組織の持続的成功は，顧客及びその他の利害関係者のニーズ及び期待を満たす組織の能力によって，長

期にわたりバランスのとれた方法で達成される。持続的成功は，組織環境の認識，学習並びに改善及び／

又は革新の適切な適用による，組織の効果的な運営管理によって達成できる。 

この規格は，組織の成熟度をレビューするための重要なツールとして自己評価を推奨する。この自己評

価は，リーダーシップ，戦略，マネジメントシステム，資源及びプロセスを網羅し，その強み・弱み並び

に改善及び／又は革新の機会を特定するためのものである。 

この規格は，JIS Q 9001 よりも広い品質マネジメントに焦点を当てている。この規格は，すべての該当

する利害関係者のニーズ及び期待を扱い，組織の総合的なパフォーマンスの体系的かつ継続的な改善のた

めの手引を提供するものである。JIS Q 9001 及びこの規格の要素を取り入れた，プロセスを基礎とした品

質マネジメントシステムの拡大モデルを，図 1 に示す。 

 


